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１【提出理由】

当社、当社子会社住石マテリアルズ株式会社(以下「住石マテリアルズ」といいます。)及び同住石

貿易株式会社は、じん肺に罹患しているとする患者から損害賠償請求訴訟を提起され、平成26年12月

19日に訴状の送達がありましたので、金融商品取引法第24条の５第４項ならびに企業内容等の開示に

関する内閣府令第19条第２項第６号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

１．当該訴訟の提起があった裁判所及び年月日

(１)　訴訟の提起があった裁判所　　札幌地方裁判所

(２)　訴訟の提起日　　　　　　　　平成26年12月11日

２．当該訴訟を提起した者

(１)　訴訟を提起した者　　石塚　清　外89名

(２)　住　　所　　　　　　北海道三笠市　外

３．当該訴訟の内容及び損害賠償請求金額

（１）訴訟の原因及び提起に至った経緯

平成23年８月、北海道地区において住友石炭鉱業株式会社(現住石マテリアルズ)及びその子会社で

あった住友石炭赤平炭砿株式会社等が経営していた炭鉱等の元従業員等が、訴訟外でじん肺罹患によ

る損害賠償を求めてきました。その後、数次にわたり請求の追加があり、これまで元従業員等の代理

人と協議を重ねてきましたが、合意成立に至らず、本件訴訟を提起されるに至ったものであります。

（２）訴訟の内容

安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求

（３）損害賠償請求金総額　1,326百万円

４．今後の見通し

訴訟の推移によっては、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性がありますが、現時点ではその影響

額は不明であります。

今後は、訴訟を通じて原告の主張を精査し、当社の主張を行っていく所存であります。

 

以　上
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